
都市計画税の使いみちについて 

都市計画税は、街路事業や下水道事業などの都市計画事業に要する費用に充てるため 

の目的税です。 

下の表のように、街路事業や下水道事業などのほか、これらを実施するために借り入 

れた地方債（市の借入金）の償還（返済）にも使われています。 

なお、都市計画事業の財源には、国・県支出金や地方債のほか、都市計画税以外の市 

税などの一般財源も使われています。 

都市計画税の使途の状況（平成２３年度決算） 

区 分 決 算 額(千円) 構成比(％) 

街路事業 １，２２８，０９５ １５．６ 

公園事業 １９４，７０３ ２．５ 

下水道事業 ６１８，８３４ ７．８ 

市街地開発事業 １，１２０，２４６ １４．２ 
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地方債償還額 ４，７２７，３６８ ５９．９ 

事 業 費 合 計 ７，８８９，２４６ １００．０ 

地方債 １，４４８，０００ １８．４ 

国・県支出金 ４１８，８６０ ５．３ 

負担金その他 ０ ０ 

都市計画税 ３，３３６，４７５ ４２．３ 
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市税など一般財源 ２，６８５，９１１ ３４．０ 

財 源 合 計 ７，８８９，２４６ １００．０


